
松山有機工場

【登録再生利用事業に係る料金】
処理費　kg単価（税別）

一般廃棄物 生ごみ 21円 行政許可（役所の搬入許可が必要）
産業廃棄物 生ごみ 21円 契約が必要になりますので、事前にご相談ください
一般廃棄物 草木 21円 行政許可（役所の搬入許可が必要）
産業廃棄物 草木 30円 契約が必要になりますので、事前にご相談ください
※市民による直接個人搬入ついて
≪行政許可について≫志布志市本所・各支所にお電話をして下記の項目をお知らせください。

①町名
②お名前
③搬入回数（軽トラ1台など）
④搬入日時


	修正案

